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県営船場町住宅入居者募集案内
■募集住宅：県営船場町住宅
■住宅概要及び募集戸数

■家賃：２－１０３号室　１９，３００円～３２，０００円（外共益費有）
          ２－３０２号室　２１，５００円～３５，５００円（外共益費有）
          ３－４０３号室　２１，７００円～３６，０００円（外共益費有）
　　　※収入により家賃が異なります。
■駐車場：各戸１台分あり（１，５００円／月　駐車場利用組合運営費２００円含）
■募集期間：平成１９年１０月１日（月）～１２日（金）
　　　　　８：３０～１７：００　（土日祝祭日は申込不可）
■入居者の決定方法：申込者が募集戸数を超えた場合、公開抽選となります。
■入居資格：同居親族がいること、住宅に困窮していること及び同居世帯の収
               入等の要件があります。なお、２ＤＫタイプについては、単身で申し込 
                むことができます。
■申込必要書類：入居許可申請書、住民票、所得を証明する書類等が必要 
　　　　　　　です。
■抽選日時：平成１９年１０月１８日（木）※時間は申込者に直接お知らせします。
　　　　　※開始に遅れた場合は、抽選に参加できませんのでご注意ください。
■抽選会場：仙北地域振興局庁舎内（大仙市大曲上栄町１３－６２）
■入居可能日：平成１９年１１月１日（木）
■申込・問合せ：秋田県仙北地域振興局建設部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築課　ＴＥＬ ０１８７（６３）３１１３

棟番号

２号棟

３号棟

　　　所在地

大仙市大曲船場町
　　　２丁目６－１７

大仙市大曲船場町
　　　２丁目７－３６

　構造・階数

鉄筋コンクリート
　　３階建

鉄筋コンクリート
　　４階建

　階数・間取り

１０３号室（１階）
　　２ＤＫタイプ

３０２号室（３階）
　　３ＤＫタイプ

４０３号室（４階）
　　３ＤＫタイプ

建 設
年 度

Ｈ５

Ｈ６

募 集
戸 数

２戸

１戸

自衛隊音楽隊コンサートの入場整理券を配布します自衛隊音楽隊コンサートの入場整理券を配布します自衛隊音楽隊コンサートの入場整理券を配布します自衛隊音楽隊コンサートの入場整理券を配布します自衛隊音楽隊コンサートの入場整理券を配布します
　仙北市民会館で『平成１９年度　市民会館自主事業　航空自衛隊北部航空音
楽隊コンサート』を１０月２７日（土）午後３時開演（午後２時３０分開場）に開催します。
　ただし、入場整理券が必要になりますので、新聞折り込みチラシまたは田沢湖図
書館に備え付けの「引替書」に住所、名前を記入のうえ、下記表の場所でお受け取
りください。
《入場整理券の配布場所、日時、枚数等》

※場所は、いずれも市民会館ロビーでお一人様２枚までのお取り替えとなりますが、
　先着順でなくなり次第終了します。
■問合せ：仙北市民会館　ＴＥＬ（４３）３１４３

No.

１
２

３

４

      イベント名

　　　　好評につき終了しました。

伊藤多喜雄コンサート

小桜舞子チャリティリサイタル

日　　時

１０／１４（日）
１７：３０開場後
１０／２０（土）
１４：３０開場後

配布枚数

２００

１００

備　考

有料（要チケット）

有料（要チケット）

■日時：１１月１５日（木）９：３０～１２：００
■会場：大曲中央公民館
（大仙市大曲日の出町二丁目６－６０）
■手数料：排水設備工事責任技術者更
　新講習・登録更新手数料　７，０００円
■対象：責任技術者証の有効期限が
　　　　平成２０年１月３１日の方
■申込受付：１０月５日（金）～１９日（金）
■申込書：仙北市下水道課（西木庁舎
　　　TEL（４３）２２９６）に備え付けの
　　　用紙でお申込みください。
■問合せ：日本下水道協会秋田県支部

TEL０１８（８６４）１４２７

平成１９年度 排水設備工事
責任技術者更新講習会

　うつに関する学習会と本人への関わ
り方や、よりよい家族支援について語り
合う教室を開催します。
■日時：１０月３０日（火）１３：３０～１５：００
■場所：仙北市健康管理センター
■内容
　◇精神科医師による学習会
　　講師　市立角館総合病院
　　　神経精神科長 佐々木道基 氏
　◇家族同士の話し合い
■対象：「うつ」の方を持つ家族
　　　　（友人、同僚なども可）
■申込・問合せ：仙北地域振興局
福祉環境部 障害者班（大仙保健所）

ＴＥＬ ０１８７（６３）５３５５

うつ家族教室のご案内

　秋田県では、軽油引取税の悪質な脱
税行為につながる不正軽油を県内から一
掃するため、不正軽油一掃作戦を実施中
です。
　ディーゼル車の燃料として通常使用され
ている軽油に承認を得ないで重油や灯油
を混ぜ、軽油と偽って消費・販売すること
は、軽油引取税の脱税行為です。
　地域振興局では、１０月を「不正軽油一
掃強化月間」とし、ガソリンスタンドや道路走
行中の車両、工事現場での建設機械など
を対象に、燃料の抜取調査を行いますの
で、県民の皆さまのご理解とご協力をお願
いします。また、不正軽油等の情報があり
ましたら、ご連絡をお願いします。
■連絡先：仙北地域振興局県税部
　　　　　軽油引取税担当

ＴＥＬ ０１８７（６３）５２２２
ＦＡＸ ０１８７（６３）５２２７

不正軽油１１０番　フリーダイヤル
０１２０－９－１００－１０

E-mail：keiyu110@mail2.pref.akita.jp

不正軽油一掃作戦実施中！！




